[bookmark: _s11lkfimz8t]電子カルテ情報共有覚書

●●医療法人（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、電子カルテ情報の共有及び利用に関し、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

[bookmark: _pwmg7p8msd85]第1条（目的）
本覚書は、甲及び乙が連携して医療関連業務を円滑に遂行することを目的として、電子カルテ情報を含む患者情報の共有条件、管理方法及び責任範囲を明確に定めることを目的とする。

[bookmark: _9erg2pqxd0pa]第2条（定義）
1　本覚書において「電子カルテ情報」とは、患者の診療記録、検査結果、画像データ、処方情報、既往歴その他医療行為に関連して電子的に管理される一切の情報をいう。
2　「共有情報」とは、電子カルテ情報のうち、本覚書に基づき甲から乙に提供される情報をいう。
3　「取扱担当者」とは、共有情報を業務上取り扱う甲又は乙の役員及び従業員をいう。

[bookmark: _yfdcbju45thu]第3条（情報共有の範囲）
1　甲は、本覚書の目的達成に必要な範囲に限り、共有情報を乙に提供するものとする。
2　乙は、共有情報を本覚書の目的の範囲内でのみ利用するものとし、目的外利用を行ってはならない。

[bookmark: _bn8wickcmuzv]第4条（個人情報及び要配慮個人情報の取扱い）
1　甲及び乙は、共有情報が個人情報及び要配慮個人情報に該当することを認識し、個人情報保護法その他関連法令を遵守するものとする。
2　乙は、共有情報について、第三者への提供、開示又は漏えいを行ってはならない。ただし、法令に基づく場合を除く。

[bookmark: _cfqm4eg8sgr1]第5条（安全管理措置）
甲及び乙は、共有情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、技術的及び組織的な安全管理措置を講じるものとする。

[bookmark: _bjrzix67zd6k]第6条（再委託の禁止）
乙は、共有情報の取扱いを第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面承諾を得た場合はこの限りではない。

[bookmark: _97ne8rmzqym3]第7条（事故発生時の対応）
共有情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがある場合、当事者は速やかに相手方に報告し、協議のうえ必要な対応を行うものとする。

[bookmark: _xum1gyo1sosr]第8条（共有情報の返還・消去）
本覚書が終了した場合又は甲から要請があった場合、乙は、共有情報を速やかに返還又は消去し、その完了を甲に報告するものとする。

[bookmark: _nujaxfgkln29]第9条（損害賠償）
甲又は乙が本覚書に違反し、相手方に損害を与えた場合には、当該当事者はその損害を賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _dqm7h57hqmok]第10条（有効期間）
本覚書の有効期間は、●●年●月●日から●年間とする。

[bookmark: _1c2yeykr25zw]第11条（協議事項）
本覚書に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

[bookmark: _h5ep6puy1rnl]第12条（準拠法及び管轄）
本覚書は日本法を準拠法とし、本覚書に関して生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●医療法人
住所：
代表者名：

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：

